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はじめに  

 

 

第４次安来市男女共同参画計画では、第３次計画までの成果と課題を踏まえ、次の

３点を基本目標に掲げています。  

Ⅰ  男女共同参画社会への意識づくり  

   男女の固定的な役割分担や慣習を改め、男女共同参画社会に向けての意識

改革を地域や学校等において積極的に推進していきます。  

  Ⅱ  男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現  

   政策方針決定過程における審議会等への女性の参画率向上に努めます。ま

た、男女とも長時間労働をはじめとする働き方等の見直しや、家事、育児、

介護等に参画する環境整備（ワーク・ライフ・バランス）を推進していきま

す。  

  Ⅲ  個人の尊厳の確立  

   男女共同参画の視点を持った各世代における健康づくりの支援や、困難を

抱える全ての人が安心して暮らせる環境整備を推進していきます。  

 

 安来市では、これらの事項を具体的に推進していくために、市役所内の男女共同

参画推進本部を中心に男女共同参画施策の全庁的推進体制を整え事業展開を行っ

てきました。  

 地域においては、交流センターごとの地区人権・同和教育推進協議会、男女共同

参画サポーターをはじめとした、様々な団体の皆様の協力を得ながら、男女共同参

画にかかる学習会を開催し、教育・啓発を進めてきました。  

 職場、企業においても市人権・同和教育推進協議会企業部会を中心とした研修会

を開催し、島根労働局雇用環境改善室及び松江公共職業安定所安来出張所から職

場における各種ハラスメントの防止や男女均等な採用選考についての情報提供や

研修会が開催されました。  

しかしながら、２０２０年以降続いている新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、人が集うような各学習会や研修などが引き続き中止されたため例年より実施

回数が伸びず、数値目標成が困難となりました。  

 本報告書は、「安来市男女共同参画推進条例」第１５条に基づき、市役所各課の

取組状況を３つの基本目標ごとにまとめ、成果や課題、改善意見をまとめて公表す

るものです。  

今後も、市民の皆様に本市の男女共同参画の現状と施策について理解を深めてい

ただき、職場・家庭・地域・教育現場等あらゆる場面・分野で男女共同参画を推進

していきます。  
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施策の方向性

（１）男女共同参画の視点に立った広報・啓発活動

（２）男女共同参画に関する情報収集・提供

（１）学校などにおける男女共同参画に関する教育の推進

（２）家庭・地域・職場における教育・学習の推進

（１）審議会等への政策方針決定過程への女性の参画

（２）女性人材の育成

（３）市・企業・団体等における女性参画の促進

（１）ワーク・ライフ・バランスの理解促進と機運醸成

（２）就業環境の整備

（３）子育てや介護の支援

（１）男女に均等な雇用環境の整備

（２）地域産業における男女共同参画の推進

（１）地域活動における男女共同参画の推進

（２）男女共同参画の視点を持った防災対策の推進

（１）暴力の未然防止に関する広報・啓発・教育の充実

（２）相談体制と自立に向けた支援の充実

（１）思春期・若年期における健康支援

（２）妊娠・出産などに関する健康支援

（３）中高年期における健康支援

第１章　　第４次安来市男女共同参画計画　施策体系図

基本目標 基本課題

2
男女共同参画に関す
る教育・学習の推進

Ⅲ
個人の尊厳の

確立

男女共同参画

社会への意識
づくり

Ⅰ

1

2

3

Ⅱ

男性も女性も

あらゆる分野
で活躍できる

社会の実現

1

3

4

（１）困難を抱えるすべての人が安心して暮らせる環境整備

1
地域における慣行の

見直しと意識の改革

2
ワーク・ライフ・

バランスの推進

男女間における
あらゆる暴力の根絶

男女の生涯を通じた
心身の健康支援

安心な暮らしの実現

政策・方針決定過程

への男女共同参画の

推進

働く場における

男女共同参画の推進

地域における
男女共同参画の推進
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第２章  基本目標別施策の実施状況 

 

 

基本課題１ 地域における慣行の見直しと意識の改革 

【施策の実施状況と効果等】 

    ◇新型コロナウイルス感染対策を実施しながら人権啓発イベントを実施し、広報やすぎの「シ

リーズ人権を考える」において男女共同参画に関わる記事を掲載し、広く市民への啓発を行

うことができました。 

（１）男女共同参画の視点に立った広報・啓発活動 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

男
女
共
同
参

画
社
会
へ
の

意
識
啓
発 

広報やすぎ「シリーズ人権を考える」
において、家庭・地域・職場で男女
共同参画について取り組むことの大
切さを掲載した。 

○全戸配布により市内全体に向けて
啓発ができた。 

人権施策推進課 

人

権

啓

発

イ

ベ

ン

ト

の
実
施 

人権フェスティバルつなげて未来や
2023 in ひろせにおいて、男女共同
参画サポーターと連携し、展示やか
るた大会を開催し啓発を行った。 

○幅広い層の市民が集まるイベント
で啓発物を多くの人の目に触れる
ことができた。 

人権施策推進課 

市
職
員
研
修

の
実
施 

実施せず ◎令和６年度は男女共同参画につい

ての研修内容を検討していく。 

人事課 

 

（２）男女共同参画に関する情報収集・提供 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

市
民
意
識
調
査

の
実
施
、
結
果
の

公
表 

令和５年度安来市人権に関する市民
意識調査を実施し、男女共同参画に
関する意識や実態を把握し結果を報
告書にまとめ、広報やすぎやホーム
ページで公表した。 

◎各課と連携して男女共同参画に関
する課題の改善に向けて施策の見
直しや改善を図る必要がある。 

人権施策推進課 

男
女
共
同
参
画
に

関
す
る
施
策
の
実

施
状
況
の
公
表 

令和４年度年次報告書を作成し、安
来市における男女共同参画施策実施
状況をホームページにて公表した。 

◎ホームページだけでなく市報等に
も掲載すると良い。 

人権施策推進課 

 

 

 

基本目標Ⅰ.  男女共同参画社会への意識づくり 
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基本課題２ 男女共同参画に関する教育・学習の推進 

【施策の実施状況と効果等】 

       ◇学校教育においては、各小・中学校、保育施設で人権教育カリキュラムを作成し、男女共同

参画についての教育活動が展開されています。 

     ◇各交流センターとの連携を図りながら、男女共同参画の視点を持った人権講座を開催しまし

た。講座を継続的に開催することで、ひとりひとりの意識が高まると考えます。 

（１）学校などにおける男女共同参画に関する教育の推進 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

児
童
・
生
徒
へ
の
き

め
細
や
か
な
指
導

と
教
職
員
研
修
の

実
施 

中学校では社会科公民の授業におい
て男女共同参画社会基本法の理念な
ど学習している。小学校でも SDGs
についての学習の中で、目標５につ
いても学習することが増えている。 

●まずは教職員から、性別による固
定的な役割分担意識について考え
なおしていくような取組をしてい
きたい。 

学校教育課 

幼
児
へ
の
き
め
細
や

か
な
指
導
と
認
定
こ

ど
も
園
等
職
員
研
修

の
実
施 

実施せず  子ども未来課 

男
女
平
等
教
育
の
推
進 

各学校でＬＧＢＴＱについての研修
が進む中で、多様性を認める気運が
高まり、子どもたちの中でもジェン
ダーにとらわれない学校生活や、将
来の生活を考える意欲が高まって来
た。 

○各中学校で取り組まれている人権
作文や意見文の中で、LGBTQ をは
じめとする性の多様性について書
いた作文や、性別による固定的な
役割分担を見直す題材を扱ったも
のが、毎年一定数見られる。また、
中学校では制服の見直しが進んで
きている。 

学校教育課 

（２）家庭・地域・職場における教育・学習の推進 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

地
域
・
企
業
へ
の
意
識
啓
発 

・各交流センターとの連携を図りな
がら男女共同参画の視点を持った
人権講座を開催した。 

・安来市企業等人権・同和問題研修
会で企業に対して研修会を行っ
た。 

・男女共同参画の視点を持った書籍
や絵本の展示・貸し出しを行った。 

○男女共同参画に関する講座を 25
回開催した。 

○参加者アンケートで肯定的な評価
を多く得た。 

○高齢者ミニサロン、交流センター
役員会等と併せて講座を実施する
ことによって参加人数の確保に努
めた。 

○市職員や来庁者のみならず、小学
校の読み聞かせに活用していただ
く等、人権及び男女共同参画の啓
発の一助とすることが出来た。 

人権施策推進課 

Ｐ
Ｔ
Ａ
研
修
で
の
家
庭

に
お
け
る
男
女
共
同
参

画
へ
の
意
識
啓
発 

・こどもの人権について学ぶ PTA研
修の中で男女共同参画の視点を取
り上げた。 

・今年度親学プログラムを行った
PTA があった。（1 小学校・1 保育
園） 

●親学については就学前や小学校低
学年の段階でプログラムを実施す
る機会が増えるとよい。 

学校教育課 
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基本課題１ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

【施策の実施状況と効果等】 

◇政策や方針決定の場である各種審議会の構成メンバーへの女性の参画率は前年と比較する

と改善されましたが、目標数値には到達していない状況が続いています。女性が参画しや

すい体制づくりや女性登用への必要性の理解促進を進めるとともに、各課との連携を推進

していきます。 

（１）審議会等への政策方針決定過程への女性の参画 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

市
の
審
議
会
等

へ
の
各
部
署
へ

の
働
き
か
け 

安来市の各種審議会委員数における
女性割合は 25.8％で、前年(23.1%)
より改善した。 

●目標の 40％には未だ到達してい
ないため、職員への働きかけを行
う必要がある。 

人権施策推進課 

審
議
会
等
へ
の

女
性
参
画
率
の

調
査
、
分
析 

審議会等を所管する各課に女性の参
画状況を調査した。 
部長会等の会議で女性の参画が進む
よう働きかけを行った。 

◎部長会、ワーキンググループ等を
設置し、各課との連携体制づくり
を推進すると良い。 

人権施策推進課 

（２）女性人材の育成 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

人
材
育
成

に
係
る 

情
報
提
供 

島根県から発信される女性の活躍推
進に関する取組について、チラシ配
布、ポスター掲示を行った。 

◎ホームページや市報等を有効活用
し、より多くの市民に周知すると
良い。 

人権施策推進課 

島
根
県
男
女
共

同
参
画
サ
ポ
ー

タ
ー
と
の
連
携 

島根県公益財団法人しまね女性セン
ター主催の研修について案内・出欠
の取りまとめを行うほか、「男女共同
参画サポーター活動調査」の報告を
行った。 

●市職員に対してもより働きかけを
行う必要がある。 

人権施策推進課 

女
性
参
画
に

係
る
シ
ス
テ

ム
の
見
直
し 

人事評価等を基に総合的に判断して
登用していく。 

 人事課 

（３）市・企業・団体等における女性参画の促進 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

企
業
・
事
業

所
・
各
種
団

体
に
対
す
る

働
き
か
け 

安来市企業等人権・同和問題研修
会で松江職業安定所と連携して、
説明や講演を行った。(50名参加) 

●市職員に対してもより働きかけを
行う必要がある。 

人権施策推進課 

 

基本目標Ⅱ.  男性も女性もあらゆる分野で活躍できる社会の実現 
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基本課題２ ワーク・ライフ・バランスの推進 

【施策の実施状況と効果等】 

◇企業等に対し、男女共同参画の職場づくりやワーク・ライフ・バランスについての研修を

行いました。 

◇様々な文化イベントについて行政告知端末や市報での告知を行い、市民の余暇活動の促進

を行いました。 

 ◇子育てに関する情報発信や家族介護用品支給により子育て・介護支援サービスの充実を図り、 

子育て支援センターやつどいの広場での相談・イベント、いきいき健康教室やこけないから

だ体操などでの介護予防事業により、相談体制を整備しました。 

(１) ワーク・ライフ・バランスの理解促進と機運醸成 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

企
業
・
事
業

所
・
各
種
団

体
に
対
す
る

理
解
促
進 

安来市企業等人権・同和問題研
修会で松江職業安定所と連携し
て、ワーク・ライフ・バランス
に関する説明や講演を行った。 

●男女共同参画の職場づくりやワー
ク・ライフ・バランスについて、
具体的積極的な啓発の場を開拓す
る必要がある。 

人権施策推進課 

市
報
・
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等

を
活
用
し
た

情
報
提
供 

実施せず  人権施策推進課 

余
暇
活
動
の
推
進 

【スポーツ振興係】 
・市が主催するスポレク広場、
ｅスポーツ運動会など市民が
広く参加できるイベントにつ
いて、チラシ等での周知だけ
でなく、地区スポーツ協会や
交流センター、学校を通じ、
地域の様々な団体に対し積極
的な周知を行った。 

・また、市内他スポーツ団体が
行う自治会野球大会、やすぎ
ランニングフェスティバルな
どにおいても各団体と連携
し、市の SNS を活用した周知
等を行った。 

【スポーツ振興係】 
●若年層を対象としたスポーツ事業
について、スポーツ少年団等の活
動・大会とスケジュールが重なる
ことが多く参加者やスタッフの確
保が難しい。絶対的な人口が少な
い中でスポーツイベントを成立さ
せるためには、社会体育活動コミ
ュニティに限らない連携により、
参加者等の確保を図る必要があ
る。 

地域振興課 

(２)就業環境の整備 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

市
職
員
の
育
児
、
介
護
休
業

制
度
の
取
得
促
進 

令和５年度より、ワーク・ライ
フ・バランスの推進をより図る
ため、「安来市職員の時差出勤制
度に関する規程」を改正し、育
児又は介護の都合でも時差出勤
制度を利用できるよう適用範囲
の見直しを行った。 
部長会議において、管理職へ男
性の育児休業取得に向け意識啓
発を行った。 

〇男性の育児休業取得が増加した 
（R4 3人→ R5 19人） 

人事課 
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企
業
・
事
業
所
・

団
体
等
へ
の
育

児
、
介
護
休
業
制

度
の
活
用
促
進 

安来市企業等人権・同和問題研
修会で松江職業安定所と連携し
て、説明や講演を行った。 

◎ホームページや市報等を有効活用
し、より多くの市民に周知すると
良い。 

人権施策推進課 

 

(３)子育てや介護の支援 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス

の
充
実 

・妊娠届出時や赤ちゃん訪問、乳幼
児健診、子育て支援イベントなど
機会を通じて子育てに関する情報
発信を行った。 

・また、母子手帳アプリ「母子モ」
を通じて情報発信を行うととも
に、各種教室・イベントのオンラ
イン予約対応を実施した。 

○子育て支援イベントのオンライン
予約率は約 67％であり、90％を超
える月もあった。時間外、休日を
問わず予約に対応することで利用
者の負担を軽減した。 

子ども未来課 

介
護
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

【家族介護用品支給事業】 
在宅で要介護 4,5の認定者を介護し
ている方（市県民税非課税世帯）に
介護用品クーポン兼を支給。 
【介護マーク配布事業】 
認知症の方などの介護を異性が行う
と公共トイレ利用や下着などの買い
物に偏見を持たれることがあり、周
囲に理解してもらうため「介護中」
の名札を配布。 
【認知症家族のつどい・男性介護者
のつどいの拡充】 
毎月第３月曜日に開催。 
【広報】介護予防ガイドブックを全
戸配布。 

○介護用品クーポン券を支給するこ
とによって家族の負担を軽減して
いる。 

○各庁舎に介護マークちらしと名札
を設置。また包括の総合相談事業
にも活用いただき介護者の安心感
につながっている。 

○認知症介護者がひとりで抱えがち
な介護の悩みを同じ境遇の人と話
し合うことで介護者の孤立感や身
体的、精神的負担を軽減し、在宅
介護の支えとなっている。 

介護保険課 

相
談
体
制
の
整
備 

子育て支援センターやつどいの広場
において、親子が気軽に集い、子育
てに関する情報交換や相談を行っ
た。 

○子育て支援センターやつどいの広
場において、子育て家庭に対する
育児不安等についての相談やイベ
ント等を実施することにより、地
域の子育て家庭に対する育児支援
につながっている。 

子ども未来課 

相
談
体
制
の
整
備 

【介護予防事業】 
ミニサロン、ミニデイサービス、ふ
れあい講座、いきいき健康教室、こ
けないからだ体操などの介護予防事
業を実施。必要時は専門職も関わり
支援する。 

○自らが介護予防対策として健康づ
くりに取り組む意識の醸成が図ら
れている。 

●参加者は圧倒的に女性が多く男性
の参加者が少ない。また参加者が
固定しており団塊の世代が高齢者
となる中広く参加できる内容等の
充実が必要。 

◎介護関係の講演、研修、出前講座、
認知症サポーター養成講座などの
機会を捉え PRを行う。 

介護保険課 
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基本課題３ 働く場における男女共同参画の推進 

【施策の実施状況と効果等】 

◇企業等に対しポジティブアクションの啓発や男女均等な採用選考の説明を実施しました。 

◇「家族経営協定」締結を推進し、女性農業従事者の地位向上を図るための啓発を実施しま

した。 

(１) 男女に均等な雇用環境の整備 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

企
業
等
に
対
す
る 

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
ア
ク
シ
ョ
ン

の
普
及
啓
発 

実施せず ●女性活躍やポジティブアクション
を推進している企業や団体から積
極的に講師を招く必要がある。 

人権施策推進課 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の

連
携 

安来市企業等人権・同和問題研修会
でハローワークから企業に向けて男
女均等な採用選考ルールの説明を実
施した。 

◎ホームページや市報等を有効活用
し、より多くの市民に周知すると
良い。 

人権施策推進課 

 

(２)地域産業における男女共同参画の推進 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

農
林
業
団
体
等
へ
の
女
性
の
参
画
促
進 

・農業経営改善計画認定申請書（更
新含む）の提出の際に「家族経営
協定」締結を推進し、女性農業従
事者の地位向上を図るための啓発
を実施。 

 【実績】 
①R5年度家族経営協定締結 2件 
②家族内での女性農業従事明確化
（法人除く） 
 R5年度申請 件の内 件 
 
・その他、団体等への女性参画の促
進に係る独自取組みは実施せず。 

 農林振興課 
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基本課題４ 地域における男女共同参画の推進 

【施策の実施状況と効果等】 

◇地域行事等において男女共同参画に関する出前講座を実施し、交流センター1館において女

性の館長を登用しました。 

◇災害用備蓄生理用品を購入する際の製品の選定にあたり女性の意見を取り入れました。 

(１) 地域活動における男女共同参画の推進 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

地
域
行
事
等
に
お
け
る

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

男女共同参画に関する出前講座を年
21回実施した。 

◎男性が参加しやすい広報を行い、
参加率を上げる必要がある。 

人権施策推進課 

地
域
行
事
等
に
お
け
る 

男
女
共
同
参
画
の
推
進 

自治会・自治会役員における女性の
参画については、自治会を構成する
各世帯ならびに各自治会の裁量であ
り、それらの自主性を尊重する立場
から働きかけは行っていない。また
自治会長・連合自治会役員の報告に
は性別を訊ねる項目を設定していな
い。 
各地区で行われる交流センター運営
協議会への参加者についても同様で
ある。（地域振興課） 
実施せず（広瀬・伯太地域センター） 

【地域振興係】 
○一部交流センターにおいては、子
育て中の母親向けの育児サークル
や、シニア女性向けの健康体操教
室などで女性のニーズに合わせた
講座やイベントを企画・開催する
ことで、女性の来館を促進し、活
動への参加を促すことができた模
様である。 

地域振興課 
広瀬地域センター 
伯太地域センター 

男
性
の
家
事
・ 

育
児
・
介
護
の 

ス
キ
ル
向
上 

男女共同参画に関する出前講座を年
25回実施した。 
島根県から発信される女性の活躍推
進に関する取組について、チラシ配
布、ポスター掲示を行った。 

◎ホームページや市報等を有効活用
し、より多くの市民に周知すると
良い。 

人権施策推進課 

 

(２) 男女共同参画の視点を持った防災対策の推進 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

男
女
共
同
参
画
の
視
点
で

の
防
災
対
策 

女性の視点を活かした防災体制の確
立のため、安来市防災会議の委員に
女性の登用を推進した。 
具体的には、外部機関からの委員選
任の際に、女性の登用を依頼し、内
部委員に関しては役職によらず、女
性職員を任命した。 
●委員２５名中、女性７名（登用率
２８％） 

◎引き続き男女双方の視点に立った
防災体制の確立を目指す。 
避難所における備蓄物資の整備に
あたり、男女双方の視点を取り入
れる。 

防災課 
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基本課題１ 男女間におけるあらゆる暴力の根絶 

【施策の実施状況と効果等】 

◇ＤＶ相談・未然防止に関する市民への周知を行うほか、島根県女性相談センター等の関係

機関との連携強化を図り情報共有や面談を行いました。 

◇学校教育においては、男女のより良い関わり方、性に関する指導等を行い、教職員に向け

てもセクハラをテーマとした研修を実施しています。 

 (１) 暴力の未然防止に関する広報・啓発・教育の充実 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

Ｄ
Ｖ
、
性
犯
罪
、
児
童
虐
待
等

の
未
然
防
止
の
意
識
啓
発 

島根県から届く DV 防止に関するリ
ーフレットの窓口設置やポスター掲
載などにより啓発を行った。 

●市民への効果的な周知方法 福祉課 

医
療
機
関
等
関
係
機
関
と
の
連
携
強
化 

・島根県女性相談センターと顔の見
える関係を作り、連携を深めるた
めの連絡会を行った。また、安来
警察署とも日々のケース通して連
携を深めた。 

・子どものいる家庭については、子
ども未来課を調整機関とする要保
護児童対策協議会実務者会議に出
席し、要保護児童の家庭に関する
情報共有を行うほか、子ども未来
課と連携し対応した。（福祉課） 

 
心理的虐待に該当する子どもの面前
での DVが確認された場合は、関係部
署（福祉課）、関係機関（警察、女性
相談センター）と連携して対応した。
（子ども未来課） 

○関係機関との連携強化（福祉課） 
 
○必要に応じて情報共有やケース会
議を行うことで、迅速かつ適切な
対応に繋がっている。 

○要対協実務者会議（学期末）の構
成機関に女性相談センターを追加
することで、連携を強めた。（子ど
も未来課） 

福祉課 

子ども未来課 

授
業
等
を
通
じ
た
Ｄ
Ｖ

や
性
犯
罪
未
然
防
止
の 

教
育
・
啓
発 

各学校では、人権週間の取組でいじ
めについて考えさせたり、温かい言
葉掛けを奨励したり、よりよい関係
づくりを考えさせる取組が定着して
きた。自分の気持ちを言葉で伝える
こと、相手の気持ちを尊重すること
など、全教育活動において意識され
ている。 

○令和５年度は各学校でこどもの人
権についての研修を行ったが、多
様な児童生徒の背景を考えるワー
クの中で、DV などに対する教職員
の理解は深まってきている。 

学校教育課 

基本目標Ⅲ.  個人の尊厳の確立 
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(２) 相談体制と自立に向けた支援の充実 

相
談
体
制
の
充
実 

・ＤＶに関しては、警察や島根県女
性相談センターと連携し対応や支
援を行い、子どもがいる家庭につ
いては要保護児童対策協議会の調
整機関である子ども未来課ととも
に関係者との面談や支援を実施し
た。 

・高齢者虐待に関しては、地域包括
支援センターや警察等の関係機関
と連携し対応した。 

○虐待・暴力事案への対応と支援、
虐待防止 

福祉課 

自
立
の
た
め
の
支
援

の
充
実 

子どものいる家庭については、子ど
も未来課を調整機関とする要保護児
童対策協議会実務者会議に出席し、
要保護児童の家庭に関する情報共有
を行うほか、子ども未来課と福祉課
で連携し支援を行った。 

○虐待・暴力事案への対応と支援、
虐待防止 

福祉課 

 

 

基本課題２ 男女の生涯を通じた心身の健康支援 

【施策の実施状況と効果等】 

◇高校生に向けて性感染症についての情報提供を行うほか、薬物乱用の入り口となる飲酒・

喫煙についての学習も行っています。 

◇不妊治療に対する助成事業を実施し、不妊に関する不安や経済的負担の軽減を図っています。 

◇妊娠届出時のアンケート等により妊娠期からの早期支援を行うよう努め、マタニティ教室

や妊婦歯科検診を行い子育て支援に関する情報提供を行いました。 

◇健診の受診促進や糖尿病等生活習慣病予防として運動・栄養指導等対象者にあわせた健康

教室を実施しました。また、自死予防啓発及び相談窓口の周知・啓発を実施しました。 

 (１) 思春期・若年期における健康支援 

性
感
染
症
等
へ
の
知
識
の
普
及

啓
発 

・エイズの予防に関するポスターの
掲示や啓発チラシを配架コーナー
に設置し情報提供を行った。 

・子宮頸がん予防普及啓発健康講座
において性感染症についても情報
提供を実施。（6/7情報科学高校 1
年生 94人、12/12安来高校 2年生
115人） 

・成人式で男女ともに子宮頸がんに
関するパンフレットを配布し性感
染症について情報提供をした。 

●若年層に向けた情報提供ができる
とよい。 

いきいき健康課 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 
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Ｄ
Ｖ
相
談
窓
口
と
支
援
体

制
の
周
知 

・ＤＶに関しては、警察や島根県女
性相談センターと連携し対応や支
援を行い、子どもがいる家庭につ
いては要保護児童対策協議会の調
整機関である子ども未来課ととも
に関係者との面談や支援を実施し
た。 

・高齢者虐待に関しては、地域包括
支援センターや警察等の関係機関
と連携し対応した。 

○虐待・暴力事案への対応と支援、
虐待防止 

福祉課 

薬
物
乱
用
・
喫
煙
・ 

飲
酒
へ
の
正
し
い

知
識
の
啓
発 

中学校では保健体育の時間に青少年
の飲酒喫煙の防止についての学習を
継続的に行っている。 

 学校教育課 

 

 (２) 妊娠・出産などに関する健康支援 

不
妊
に
関
す
る 

相
談
、
助
成
事
業
の

充
実 

令和４年４月より、体外受精や顕微
授精を含む基本的な不妊治療が保険
適用となったため、安来市不妊治療
費等助成制度を新たに実施するにあ
たり、医療機関への協力依頼、ホー
ムページや市報へ掲載により周知に
努めた。 

○不妊に関する不安や経済的負担の
軽減が図られている。 

子ども未来課 

助
産
師
、
保
健
師
に
よ
る
訪

問
指
導 

・妊娠届出時のアンケートや医療機
関からの連絡票、妊娠８か月時の
アンケート等により、妊娠期から
の相談支援を早期に行うよう努め
た。 

・マタニティ教室は年 4回に開催。
参加者 56名（妊婦及び夫含む） 

・出産後は全戸訪問をめざし、タイ
ムリーに適切な支援が行えるよう
努めた。 

○妊娠期から妊婦と関係づくりがで
き、産後の支援がスムーズにつな
がることができた。 

子ども未来課 

育
児
支
援
の
充
実 

・妊娠届出時のアンケートや医療機
関からの連絡票等により、妊娠期
からの早期支援を行うよう努め
た。 

・マタニティ教室は年 4回に開催。
参加者 56名（妊婦及び夫含む） 

・妊婦歯科検診は年 4回実施。受診
者 101名（受診率 57.1％） 

・教室等の機会を通じて、子育て支
援に関する情報提供を行った。 

○支援が必要なケースについては妊
娠期から早期に支援を行うことが
できた。 

子ども未来課 

 

 

 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 
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 (３) 中高年期における健康支援 

健
診
（
検
診
）
の
受
診
促
進 

・特定健診及び乳がん、子宮がん、
肺がん、胃がん、大腸がん検診を
実施。休日健診・検診日を設定し
受診促進を図った。 

・大腸がん検診は令和５年度大腸が
ん検診未受診者対策事業（島根県
事業）に参加しハガキによる受診
勧奨を実施した。 

・大腸がん検診（郵送法）を再開し
た。 

○ハガキによる受診勧奨の実施、大
腸がん検診（郵送法）を再開し、
大腸がん検診受診者数が増加し
た。 

●未受診者への受診行動への促進が
必要である。 

いきいき健康課 

生
活
習
慣
病
の 

予
防
啓
発 

各地区単位で糖尿病等生活習慣病予
防として運動・栄養指導等対象者に
あわせた健康教室を実施した。 
地区文化祭等において健康相談や栄
養相談を実施し、健診結果を活用し
て各地区単位の生活習慣病リスクと
その予防対策について啓発した。 
また、状態に合わせた栄養相談を実
施した。 

〇地域と連携して広く生活習慣病の
予防の啓発ができた。 

いきいき健康課 

自
死
対
策
の
推
進 

・安来市自死対策計画を自死対策
会議、庁内連絡会の関係機関・団
体等と安来市の自死の現状や課題
を共有し、第２次安来市自死対策
計画を策定した。 
・3月自死対策強化月間にあわせて
「こころの健康づくり講演会」を
開催した。 
・９月の自死予防キャンペーンに
あわせて公共施設や安来市立図書
館等で啓発コーナーを設置し予防
啓発及び相談窓口の周知・啓発や
ボードアンケートを実施。SNS等も
活用し、情報発信を行った。 
・コロナ禍後、３年ぶりにゲート
キーパー養成講座を実施。 

○第２次安来市自死対策計画を策定
し、今後５年間の安来市の自死対
策の方向性を明らかにすることが
できた。 

○自死予防相談窓口等広く市民の周
知・啓発ができた。 

●市内商業施設と連携した自死予防
キャンペーンの実施や相談窓口の
周知が必要である。 

●関係機関等とのネットワーク強
化、現状及び正しい知識の啓発ゲ
ードキーパー養成が必要である。 

いきいき健康課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 
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基本課題３ 安心な暮らしの実現 

【施策の実施状況と効果等】 

◇生活困窮者支援のための相談・対応を積極的に実施しましたが、未だ支援が行き届かない

方もおられる状況です。 

◇地域包括支援センターでの相談窓口では高齢者に関する相談件数が増加しています。相談

内容が複雑化してきており、対応が難しい現状です。 

◇ひとり親家庭の支援については、関係団体との連携を図りながらワンストップサービスを

行いました。ひきこもりや不登校の状況にある子ども・若者については、アウトリーチに

よる就労支援や学習支援をねばり強く行いました。 

 (１) 困難を抱えるすべての人が安心して暮らせる環境整備 

生
活
困
窮
者
へ
の
取
組 

自立支援機関支援調整会議及び就労
支援協議会等に参画し、生活困窮者
対策等について、協議・連携を図っ
た。 
また、生活困窮者支援を円滑に進め
られるよう、日ごろからの連携に心
がけ、関係機関が同席した相談対応
も積極的に実施した。 

○関係機関との連携強化 
●支援が行き届かない者への対策等 

福祉課 

高
齢
者
等
へ
の
生
活
支
援
と 

介
護
予
防
の
取
組 

【総合相談事業】 
地域包括支援センターで総合相談を
実施している。主な相談は高齢者関
係であるが、障がい関係の相談につ
いては基幹型相談支援センター等と
連携し対応している。 

○高齢者の相談窓口として相談数が
増加している。 

○電話相談の 24時間対応を行ってい
る。 

●8050 問題、ダブルケア（育児と介
護）、生活困窮、認知症問題など相
談が複雑化してきており対応が難
しくなっている。 

◎関係機関が連携して対応できる体
制強化等が必要である。 

介護保険課 

一
人
親
家
庭
へ
の
就
労
・
経
済 

支
援
、
子
ど
も
の
学
習
支
援 

ひとり親家庭の就労や経済支援につ
いては、母子父子自立支援員が中心
となり、社会福祉協議会との連携も
図りながら、ハローワークへの同行
訪問や福祉資金の貸付などワンスト
ップサービスで支援を行った。 
ひきこもりや不登校の状況にある子
ども・若者については、子ども・若
者支援相談員が中心に、アウトリー
チによる就労支援や学習支援を粘り
強く行った。 

○ひとり親家庭の自立、困難な問題
を抱える子ども・若者の就労意欲
や学習意欲の向上 

●困難な問題を抱える子ども・若者
には、本人の意欲向上のために長
期的な伴走型支援が必要である。 

福祉課 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル 

デ
ザ
イ
ン
に
よ
る 

ま
ち
づ
く
り 

実施せず  都市政策課 

 

 

施策 実施状況 効果等（○効果 ●課題 ◎改善意見） 所管課 
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第３章  数値目標の進捗状況 

計画の数値目標 

基
本
目
標 

基
本
課
題 

項   目 
現状値 

（R5） 

目標値 

（R7） 
担当課 

Ⅰ 2 
男女共同参画に関する講座等の実施

回数 
21回 40回 人権施策推進課 

Ⅱ 

1 

市の審議会等への女性の参画率 25.8% 40.0% 人権施策推進課 

市職員の女性の管理職登用率 26.5% 30.0% 人事課 

2 

育児に積極的に参加する父親の割合 82.9% 55.0% 子ども未来課 

市職員の男性の育児休業取得率 76.0% 5.0％以上 人事課 

４か月児健診受診率 98.8% 98.0% 子ども未来課 

１歳６か月児健診受診率 97.3% 97.0% 子ども未来課 

３歳児健診受診率 97.3% 100.0% 子ども未来課 

4 自主防災組織の組織数 58団体 57団体 防災課 

Ⅲ 2 

糖尿病予備軍推定数の割合 20.6% 13.4% いきいき健康課 

特定健康診査受診率 43.2% 60.0% いきいき健康課 

介護認定を受けていない高齢者の割

合 
79.1% 79.3％以上 介護保険課 

介護予防に資する住民主体の通いの

場（ミニサロン、ミニデイサービス）

への参加者数 

8,584人 
17,000人 

以上 
介護保険課 
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【資料編】  

○安来市男女共同参画推進条例 

平成２６年３月２６日 

条例第１１号 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等

の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女

共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が平等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことを

いう。 

（２） 積極的改善措置 前号に規定する機会に関わる男女間の格差を改善するため必

要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供すること

をいう。 

（３） 事業者等 市内において事業活動（非営利のものを含む。）を行う法人その他

の団体及び個人をいう。 

（４） セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しく

はその者の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者

に不利益を与えることをいう。 

（５） ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等の親密な関係にある者（親密

な関係にあった者を含む。）から受ける身体的、精神的、経済的又は性的な暴力をい

う。 

（基本理念） 

※１ 当該年度の地域保健・健康増進事業報告より   ※２ 当該年度４月１日の人数・割合 
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第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として、行われなければならな

い。 

（１） 男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が性別による差別を受けることな

く平等に扱われること及び男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること。 

（２） ドメスティック・バイオレンスその他性別に起因する暴力行為が根絶されるこ

と。 

（３） 妊娠、出産等に関し、男女が互いに理解を深め、性及び生殖に関する健康及び

権利が尊重されること。 

（４） 社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の自由な選択に対して影

響を及ぼすことがないよう配慮されること及び男女が性別による固定的な役割分担に

とらわれることなく多様な生き方を選択できること。 

（５） 男女が、社会の対等な構成員として、市又は民間の団体における政策及び方針

の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

（６） 家族を構成する男女が、相互の協力及び社会の支援の下に、家事、育児、介護

その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、か

つ、社会生活における活動を行うことができること。 

（７） 男女共同参画の推進が、国際社会における取組と密接な関係を有していること

を考慮し、国際的協調の下に行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女共

同参画の推進に関する施策（以下「男女共同参画施策」という。）を総合的に策定し、

実施するものとする。 

２ 市は、男女共同参画施策の策定及び実施に当たり、必要に応じ、積極的改善措置を講ず

るよう努めるものとする。 

３ 市は、男女共同参画施策については、市民、事業者等、国及び他の地方公共団体と連携

し、及び協力して取り組むものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念についての理解を深め、家庭、職場、学校、地域その他の社会の
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あらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、基本理念についての理解を深め、その活動に当たり、男女共同参画の

推進に努めるものとする。 

２ 事業者等は、市が実施する男女共同参画施策に協力するよう努めるものとする。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、社会のあらゆる場において、男女共同参画の推進を阻害する次に掲げる行

為を行ってはならない。 

（１） 性別による差別的取扱い 

（２） セクシュアル・ハラスメント 

（３） ドメスティック・バイオレンスその他性別に起因する暴力的行為 

（公衆に表示する情報に関する配慮） 

第８条 何人も、情報を公衆に表示するに当たっては、前条各号に掲げる行為を助長する表

現を用いないよう配慮しなければならない。 

（男女共同参画計画） 

第９条 市は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）第１４条第３項の規定

に基づく男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「男

女共同参画計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、男女共同参画計画の策定に当たっては、第１６条に規定する安来市男女共同参

画推進委員会の意見を聴くものとする。 

３ 市長は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

４ 前２項の規定は、男女共同参画計画を変更する場合に準用する。 

（啓発活動等） 

第１０条 市は、基本理念に関する市民及び事業者等の理解を深めるために必要な広報その

他の啓発活動を行うものとする。 

（教育における配慮） 

第１１条 市は、学校教育及び社会教育において、基本理念に配慮した教育が行われるよう、
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必要な措置を講ずるものとする。 

（推進体制の整備） 

第１２条 市は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な体制を整備

するよう努めるものとする。 

（苦情への対応） 

第１３条 市長は、市が実施する施策に関する男女共同参画についての市民又は事業者等か

らの苦情の申出に対し、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の苦情の処理に当たり、第１６条に規定する

安来市男女共同参画推進委員会の意見を聴くものとする。 

（調査研究） 

第１４条 市は、男女共同参画の推進のため、必要な調査研究に努めるものとする。 

（年次報告） 

第１５条 市長は、毎年、男女共同参画施策の実施状況をとりまとめ、これを公表するもの

とする。 

（委員会の設置） 

第１６条 市は、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査

し、及び審議するため、安来市男女共同参画推進委員会（以下「委員会」という。）を

設置する。 

２ 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び

重要事項を調査し、及び審議すること。 

（２） 市が実施する男女共同参画施策の実施状況について意見を述べること。 

（３） 第９条第２項及び第４項並びに第１３条第２項の規定によりその権限に属させ

られた事務 

３ 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（安来市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 安来市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成１６年安来市条例第４８号）

の一部を次のように改正する。 

〔次のように〕略 
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○安来市男女共同参画推進本部設置規程 

平成２６年６月２７日 

訓令第２１号 

改正 平成２７年３月３１日訓令第１０号の３ 

平成２９年３月３１日訓令第８号 

令和２年４月１日訓令第７号の２ 

（設置） 

第１条 安来市男女共同参画推進条例（平成２６年安来市条例第１１号）に基づき、男女共

同参画を総合的かつ計画的に推進するため、安来市男女共同参画推進本部（以下「推進

本部」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進本部は、次に掲げる事項について所掌する。 

（１） 安来市男女共同参画計画の策定及び変更に関すること。 

（２） 安来市男女共同参画計画に基づく具体的施策の推進に関すること。 

（３） 男女共同参画に関し、関係する部課等の総合的な連絡調整に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項 

（組織） 

第３条 推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。 

２ 本部長は、副市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、市民生活部長をもって充てる。 

４ 委員は、部長（消防長を含む。）、地域センター長、市立病院事務部長、教育部長及び

議会事務局長をもって充てる。 

（職務） 

第４条 本部長は、推進本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長がその議長となる。 
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（関係者の出席等） 

第６条 本部長は、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある者の出席を求めて意

見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（ワーキンググループ） 

第７条 推進本部の所掌事項を円滑に遂行するため、ワーキンググループを置く。 

２ ワーキンググループのメンバーは、委員の所属する部局に属する者の中から推進本部長

が指名する者をもって組織し、グループリーダーは、男女共同参画担当課の課長をもっ

て充てる。 

３ ワーキンググループの会議は、グループリーダーが招集し、その議長となる。 

４ グループリーダーは、ワーキンググループにおける審議の経過及び結果を推進本部に報

告しなければならない。 

（庶務） 

第８条 推進本部の庶務は、男女共同参画担当課において処理する。 

（その他） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、平成２６年７月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日訓令第１０号の３） 

この訓令は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３１日訓令第８号） 

この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月１日訓令第７号の２） 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
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◆第４次安来市男女共同参画計画策定経過 

 

年 月 日 会 議 等 主 な 内 容 

令和元年  ７月２６日 第１回推進本部会議 
・計画策定の基本的方向 

・スケジュール 

８月２９日 第１回推進委員会会議 
・計画策定の基本的方向 

・スケジュール 

１１月２０日 第２回推進本部会議 ・素案の審議 

     １１月２６日        第２回推進委員会会議 ・素案の審議 

令和２年  ２月１４日 

～２月２５日 
パブリックコメント ・市民からの意見募集 

２月２６日 第３回推進委員会会議 ・計画案の最終審議 

３月１３日 
第３回推進本部会議 

（計画案配付による意見集約） 
・計画案の最終審査 

 

 

 

◆安来市男女共同参画推進委員会委員名簿 

           （任期：令和５年７月１日～令和７年６月３０日） （順不同、敬称略） 

  所属機関・団体名等 氏  名 備 考 

1  安来市小中学校長連絡会 實重 詔子 
 

2 松江人権擁護委員協議会安来部会 山根 陽子   

3 松江公共職業安定所安来出張所 永瀬 浩嗣   

4 安来市自治会代表者協議会 成瀬 和博   

5 島根県男女共同参画サポーター 福井加代子   

6 ＪＡしまね女性部 原 ますみ   

7 安来市ＰＴＡ連合会 遠藤 直樹 
 

8 識見者 山崎 道弘   

9 公募委員 山岡 公代   
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